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健全化判断比率・資金不足比率を公表します！健全化判断比率・資金不足比率を公表します！
　明日香村の平成２８年度決算に基づき算定された健全化判断比率及び資金不足比率は、次のとおりとなり
ました。各指標の比率は、すべて早期健全化基準を下回る結果となりましたが、明日香村の財政が厳しい状
況であることに変わりなく、今後も引き続き、健全財政への取り組みを強化しなければなりません。

健全化判断比率
実 質 赤 字 比 率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将 来 負 担 比 率

比 率
─　　
─　　

５．８　　
３３．３　　

早期健全化基準
１５．００　
２０．００　
２５．０　　

３５０．０　　
早期健全化基準とは： 

財政再生基準とは：

経営健全化基準とは：経営健全化基準とは：経営健全化基準とは：

４つの健全化判断基準のうち、いずれか一つでも「早期健全化基準」以上となると「早期健全
化団体」となり、「財政健全化計画」を策定し、自主的な改善努力による財政の早期健全化に
取り組まなければならない基準
４つの健全化判断基準のうち、「財政再生基準」以上となると「財政再生団体」となり、「財政
再生計画」を策定し、国、県の強力な関与の下で確実な財政の再生を実行しなければならない
基準

自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について
定められた水準

　一般会計等（一般会計、整備基金特別会計、高松塚壁画館受託事業特別会計、飲料水供給施設事業特
別会計、公有地等住宅開発事業）の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標で、一
般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。実質収支が黒字であるため、前年
度に引き続き、早期健全化基準及び財政再生基準に該当しない状況です。

　公営事業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額及び資金の不足額の標準財政規模に対する比率で
す。すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共
団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。全会計の実質収支額及び資金不足・
剰余額の合計が黒字であるため、前年度に引き続き、早期健全化基準及び財政再生基準に該当しない状
況です。

　一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率で
す。借入金（公債費）の返済額及びこれに準ずるものの額の大きさを指標化し、財政負担の程度を示す
ものです。実質公債費比率（３か年の平均）は、5．８％で、前年度比１．７ポイント減となり、前年度
に引き続き、早期健全化基準（２５．０％）、を下回る状況です。

　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。将来
負担比率は、一般会計等の借入金（公債費）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残
高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。
　将来負担比率は、3３．３％で、前年度比８.　６ポイント減となり、前年度に引き続き、早期健全化
基準（３５０．０％）を下回る状況です。

　公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。公営企業の資金不足を、公営企業
の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえま
す。
　資金不足比率は、下水道事業特別会計におきましては、歳入歳出が同額であるため、そして、水道事
業会計につきましては、流動負債より流動資産の方が多いため、資金不足比率は、いずれも経営健全化
基準（２０．０％）に該当しない状況です。

１　実質赤字比率

２　連結実質赤字比率

３　実質公債費比率

４　将来負担比率

５　資金不足比率

特別会計名
水道事業特別会計
下水道事業特別会計

資金不足比率
－
－

経営健全化基準
２０．０
２０．０

財政再生基準
２０．００　
３０．００　
３５．０　　

（単位：%）
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